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 令 和 元 年 第 ２ 回 伊 佐 市 議 会 定 例 会 の 開 会 に あ た り 、  

報 告 第 ７ 号 「 菱 刈 泉 熱 開 発 有 限 会 社 経 営 状 況 」 に つ い て  

説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 第 2 4期 事 業 報 告 書 の １ ペ ー ジ を お 開 き く だ さ い 。当 期 の

概 要 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 平 成 3 1年 ３ 月 末 の 給 湯 先 件 数 は 、 前 期 末 と 変 わ ら ず  

1 6件 で 、 給 湯 量 は 、 前 期 末 よ り 毎 分 3 0 ℓ 減 の 毎 分 7 3 5 ℓ で

あ り ま す 。  

 

 業 績 に つ き ま し て は 、２ ペ ー ジ 以 降 で 説 明 申 し 上 げ ま す 。 

 

 ２ ペ ー ジ を お 開 き く だ さ い 。  

 

 ま ず 、 資 産 の 部 は 、 流 動 資 産 に 預 金 3 8 6万 4 , 1 5 7円 及 び  

売 掛 金 ６ 万 円 の 合 計 3 9 2万 4 , 1 5 7円 と な り ま す 。 負 債 及 び  

資 本 の 部 に つ い て は 、 流 動 負 債 に 未 払 費 用 1 0万 円 及 び  

未 払 法 人 税 等 ７ 万 1 , 0 0 0円 、 資 本 金 に 3 0 0万 円 、 剰 余 金 に  

前 期 繰 越 利 益 7 8 万 8 , 8 5 3 円 、 当 期 純 損 失 3 万 5 , 6 9 6 円 の  

合 計 3 9 2万 4 , 1 5 7円 で あ り ま す 。  

 

 次 に ３ ペ ー ジ の 損 益 計 算 書 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。 

 

 営 業 損 益 の 部 の 売 上 高 は 、旅 館 等 に 給 湯 し て い る 湯 料 で

2 0 1万 8 , 8 0 0円 で あ り 、こ れ か ら 売 上 原 価 1 7 3万 1 , 8 4 0円 及 び

一 般 管 理 費 2 5 万 1 , 7 3 7 円 を 差 し 引 い た 営 業 損 益 は  

3万 5 , 2 2 3円 の 黒 字 に な り ま す 。  

 

 こ の 営 業 損 益 に 営 業 外 収 益 を 加 え た 経 常 利 益 は  

３ 万 5 , 3 0 4 円 と な り 、 こ れ か ら 法 人 税 及 び 住 民 税 等  

７ 万 1 , 0 0 0 円 を 差 し 引 い た 当 期 利 益 は 、 マ イ ナ ス  
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３ 万 5 , 6 9 6円 と な り 、 前 期 繰 越 損 益 を 加 え た 当 期 未 処 分  

利 益 は 、 7 5万 3 , 1 5 7円 で あ り ま す 。  

 

次 に ４ ペ ー ジ の 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 に つ い て 説 明  

申 し 上 げ ま す 。  

 

 資 本 金 は 、伊 佐 市 と 住 友 金 属 鉱 山 株 式 会 社 が 3 0株 ず つ の

計 6 0 株 保 有 し て お り ま す 。 一 株 ５ 万 円 で あ り ま す 。  

 

 繰 越 利 益 剰 余 金 の 当 期 末 残 高 は 7 5万 3 , 1 5 7円 、 株 主 資 本

合 計 及 び 純 資 産 の 当 期 末 残 高 は 、3 7 5万 3 , 1 5 7円 と な り ま す 。 

 

 次 に 、 第 2 5期 事 業 計 画 書 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 売 上 高 は 1 9 6万 １ 千 円 を 見 込 ん で お り ま す 。  

 

 原 価 計 は 1 6 5万 ４ 千 円 、 一 般 管 理 費 は 2 5万 円 、 営 業 利 益

は ５ 万 ７ 千 円 と な り 、 こ れ に 法 人 税 及 び 住 民 税 等  

７ 万 １ 千 円 を 差 し 引 い た 当 期 利 益 は マ イ ナ ス  

１ 万 ４ 千 円 を 見 込 ん で お り ま す 。  

 

 今 後 も 厳 し い 経 営 が 予 想 さ れ ま す が 、 引 き 続 き 経 費 の  

一 層 の 節 減 を 図 る よ う 努 め て ま い り ま す 。  

 

 以 上 で 報 告 １ 件 の 説 明 を 終 わ り ま す 。  

 

 

―――  降  壇  ―――  
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 議 案 第 4 9号 か ら 議 案 第 5 7号 ま で に つ い て 説 明 申 し 上 げ

ま す 。  

 

 ま ず 、議 案 第 4 9号「 令 和 元 年 度 伊 佐 市 一 般 会 計 補 正 予 算

（ 第 ４ 号 ）」 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

今 回 の 補 正 は 、森 林 環 境 譲 与 税 の 創 設 に 伴 う 経 費 の ほ か 、

国 、県 の 補 助 事 業 費 の 内 定 等 に 伴 う 措 置 に つ い て 所 要 の 措

置 を 行 っ て お り ま す 。  

 

補 正 の 主 な 内 容 に つ い て 歳 出 か ら 順 次 説 明 い た し ま す 。 

 

 ま ず 、総 務 費 に つ き ま し て は 、山 野 基 幹 集 落 セ ン タ ー 及

び 西 太 良 地 区 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー の 耐 震 改 修 設 計 及 び

菱 刈 庁 舎 の 高 圧 引 込 ケ ー ブ ル の 改 修 に 要 す る 経 費 を 新 た

に 措 置 し た ほ か 、参 議 院 議 員 選 挙 に 要 す る 経 費 な ど に 追 加

の 措 置 を 講 じ て お り ま す 。  

 

民 生 費 に つ き ま し て は 、菱 刈 総 合 保 健 福 祉 セ ン タ ー の 入

り 口 新 設 工 事 及 び 幼 児 教 育・保 育 無 償 化 等 の 制 度 改 正 に 伴

う シ ス テ ム 改 修 に 要 す る 経 費 を 新 た に 措 置 し た ほ か 、介 護

保 険 事 業 特 別 会 計 へ の 繰 出 金 な ど に 追 加 の 措 置 を 講 じ て

お り ま す 。  

 

 衛 生 費 に つ き ま し て は 、緊 急 風 し ん 抗 体 検 査 等 事 業 に 要

す る 経 費 を 新 た に 措 置 し 、 農 林 水 産 業 費 に つ き ま し て は 、

ふ る さ と の 森 生 産 性 強 化 対 策 事 業 及 び 森 林 環 境 譲 与 税 基

金 に 要 す る 経 費 を 新 た に 措 置 し て お り ま す 。  

 

 商 工 費 に つ き ま し て は 、キ ャ ン プ 場 サ イ ト「 な っ ぷ 」の

利 用 に 要 す る 経 費 を 新 た に 措 置 し 、教 育 費 に つ き ま し て は 、

本 城 校 区 集 会 施 設 の 耐 震 改 修 設 計 に 要 す る 経 費 を 新 た に
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措 置 し た ほ か 、学 校 司 書 に 要 す る 経 費 に 所 要 の 措 置 を 講 じ

て お り ま す 。  

 

 以 上 、歳 出 に つ い て 説 明 い た し ま し た が 、歳 入 に つ き ま

し て は 、地 方 譲 与 税 、国 庫 支 出 金 、県 支 出 金 及 び 繰 入 金 に

増 額 の 措 置 を 講 じ 、諸 収 入 及 び 市 債 に 減 額 の 措 置 を 講 じ て

お り ま す 。  

 

 こ の 結 果 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ

5 , 3 7 5万 ７ 千 円 を 追 加 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出

そ れ ぞ れ 1 5 9億 9 , 9 2 5万 ７ 千 円 と す る も の で あ り ま す 。  

 

 こ の ほ か 、地 方 債 に お い て 、過 疎 対 策 事 業 の 限 度 額 を 変

更 す る 措 置 を 講 じ て お り ま す 。  

 

 次 に 、議 案 第 5 0号「 令 和 元 年 度 伊 佐 市 介 護 保 険 事 業 特 別

会 計 補 正 予 算 （ 第 １ 号 ）」 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

今 回 の 補 正 は 、歳 出 に お い て 、介 護 報 酬 改 定 等 の 制 度 改

正 に 伴 う シ ス テ ム 改 修 に 要 す る 経 費 を 新 た に 措 置 し て お

り ま す 。  

 

 こ の 結 果 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ  

2 4 5万 ２ 千 円 を 追 加 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ

れ ぞ れ 3 2億 4 , 2 4 5万 ２ 千 円 と す る も の で あ り ま す 。  

 

 こ の ほ か 、 地 方 自 治 法 第 2 1 4条 の 規 定 に よ る 「 債 務 負 担

行 為 」 に つ い て も 定 め て お り ま す 。  

 

 次 に 、議 案 第 5 1号「 令 和 元 年 度 伊 佐 市 介 護 サ ー ビ ス 事 業

特 別 会 計 補 正 予 算（ 第 １ 号 ）」に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  
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今 回 の 補 正 は 、 地 方 自 治 法 第 2 1 4条 の 規 定 に よ る 「 債 務

負 担 行 為 」 に つ い て 定 め て お り ま す 。  

 

 次 に 、議 案 第 5 2号「 伊 佐 市 森 林 環 境 譲 与 税 基 金 条 例 」の

制 定 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 本 件 に つ き ま し て は 、森 林 環 境 税 及 び 森 林 環 境 譲 与 税 に

関 す る 法 律 の 施 行 に 伴 い 創 設 さ れ た 森 林 環 境 譲 与 税 を 、基

金 と し て 積 み 立 て 、適 正 に 管 理 し 、及 び 運 用 す る た め 、本

条 例 を 制 定 す る も の で あ り ま す 。  

 

 次 に 、議 案 第 5 3号「 伊 佐 市 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条

例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 」の 制 定 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま

す 。  

 

 本 件 に つ き ま し て は 、国 会 議 員 の 選 挙 等 の 執 行 経 費 の 基

準 に 関 す る 法 律 及 び 公 職 選 挙 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の

施 行 に 伴 い 、選 挙 長 等 の 報 酬 の 単 価 を 改 定 す る こ と な ど の

所 要 の 改 正 を 行 う も の で あ り ま す 。  

 

次 に 、議 案 第 5 4号「 伊 佐 市 災 害 弔 慰 金 の 支 給 等 に 関 す る

条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 」の 制 定 に つ い て 説 明 申 し 上 げ

ま す 。  

 

 本 件 に つ き ま し て は 、地 域 の 自 主 性 及 び 自 立 性 を 高 め る

た め の 改 革 の 推 進 を 図 る た め の 関 係 法 律 の 整 備 に 関 す る

法 律 の 施 行 に よ る 、災 害 弔 慰 金 の 支 給 等 に 関 す る 法 律 の 一

部 改 正 及 び 災 害 弔 慰 金 の 支 給 等 に 関 す る 法 律 施 行 令 の 一

部 を 改 正 す る 政 令 の 施 行 に 伴 い 、年 ３ パ ー セ ン ト で あ っ た

災 害 援 護 資 金 の 貸 付 利 率 を 、保 証 人 を 立 て る 場 合 は 無 利 子

に 、保 証 人 を 立 て な い 場 合 は 年 １ パ ー セ ン ト に す る こ と な

ど の 所 要 の 改 正 を 行 う も の で あ り ま す 。  
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次 に 、議 案 第 5 5号「 伊 佐 市 介 護 保 険 条 例 の 一 部 を 改 正 す

る 条 例 」 の 制 定 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 本 件 に つ き ま し て は 、介 護 保 険 法 施 行 令 及 び 介 護 保 険 の

国 庫 負 担 金 の 算 定 等 に 関 す る 政 令 の 一 部 を 改 正 す る 政 令

の 施 行 に 伴 い 、本 年 1 0月 に 予 定 さ れ て い る 消 費 税 率 の 引 上

げ に 合 わ せ て 低 所 得 者 に 対 す る 介 護 保 険 料 の 軽 減 を 強 化

す る こ と な ど の 所 要 の 改 正 を 行 う も の で あ り ま す 。  

 

次 に 、議 案 第 5 6号「 財 産 の 取 得 」に つ い て 説 明 申 し 上 げ

ま す 。  

 

 本 件 に つ き ま し て は 、行 政 情 報 ネ ッ ト ワ ー ク 化 整 備 に 関

し 、業 務 効 率 の 向 上 と セ キ ュ リ テ ィ の 徹 底 を 図 る た め 、職

員 用 端 末 及 び 業 務 用 端 末 の 購 入 に 係 る 仮 契 約 を 、富 士 電 通

株 式 会 社 と ５ 月 1 0日 に 締 結 し ま し た の で 、地 方 自 治 法 第 9 6

条 第 １ 項 第 ８ 号 及 び 伊 佐 市 議 会 の 議 決 に 付 す べ き 契 約 及

び 財 産 の 取 得 又 は 処 分 に 関 す る 条 例 第 ３ 条 の 規 定 に よ り 、

議 会 の 議 決 を 求 め る も の で あ り ま す 。  

 

次 に 、議 案 第 5 7号「 財 産 の 取 得 」に つ い て 説 明 申 し 上 げ

ま す 。  

 

 本 件 に つ き ま し て は 、初 年 度 登 録 か ら 2 1年 を 経 過 し た 第

1 1分 団 の 消 防 ポ ン プ 自 動 車 の 更 新 に 係 る 仮 契 約 を 、株 式 会

社 鹿 児 島 消 防 防 災 と ５ 月 2 3日 に 締 結 し ま し た の で 、地 方 自

治 法 第 9 6条 第 １ 項 第 ８ 号 及 び 伊 佐 市 議 会 の 議 決 に 付 す べ

き 契 約 及 び 財 産 の 取 得 又 は 処 分 に 関 す る 条 例 第 ３ 条 の 規

定 に よ り 、 議 会 の 議 決 を 求 め る も の で あ り ま す 。  
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 以 上 、議 案 ９ 件 に つ い て 説 明 い た し ま し た が 、よ ろ し く

ご 審 議 賜 り ま す よ う お 願 い 申 し 上 げ ま す 。  

 

 

―――  降  壇  ―――  


